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答申第１５５号（諮問第２１０号） 

 

 

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

１ 宮城県警察本部長は，本件審査請求の対象となった開示決定等において開示

しないこととした情報のうち，以下の情報を開示すべきである。 

 

    書証（乙第２７号証） 

 

２ 本件審査請求の対象となった平成２７年５月２９日付け宮本監第９６２号で

宮城県警察本部長が行った開示請求却下処分は妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 審査請求人は，情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号。以下「条例」

という。）第５条第１項の規定に基づき，宮城県警察本部長（以下「実施機関」

という。）に対し，平成２７年１月１７日，下記の内容について２件の開示の請

求を行った。 

（１）平成１９年に県（県警）を相手に損害賠償請求を求めた事件の訴状，答弁

書等の主張書面一切及び判決書正本 （以下「本件開示請求１」という。） 

（２）平成１９年に県（県警）を相手に損害賠償請求を求めた事件の書証の写し

一式及び証拠説明書一切 （以下「本件開示請求２」という。） 

 

２ 実施機関は，本件開示請求１及び本件開示請求２について，「本件開示請求に

関して，対象となる行政文書が多量であり，その特定及び開示・非開示の判断

に時間を要することから，開示決定期間内に開示決定することが困難であるた

め。」として，開示決定期限を平成２７年５月２９日まで延長し，審査請求人に

通知した。 

 

３ 実施機関は，本件開示請求１に対応する行政文書として，「判決文」外２０件

の文書を特定した。また，本件開示請求２に対応する文書として「証拠説明書

（原告）」外７７件の文書を特定した。 

 その上で，実施機関は，平成２７年５月２９日に次の５件の決定処分を行い，

審査請求人に通知した。 
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（１）本件開示請求１に関する文書のうち別紙１に記載した２１件について宮本

監第９５８号により，一部を除いて開示する決定（以下「本件処分１」とい

う。）。 

（２）本件開示請求２に関する文書のうち別紙１に記載した１４件について宮本

監第９５９号により，一部を除いて開示する決定（以下「本件処分２」とい

う。）。 

（３）本件開示請求２に関する文書のうち別紙１に記載した４件について宮本監

第９６０号により，文書を開示する決定。 

（４）本件開示請求２に関する文書のうち別紙１に記載した４４件について宮本

監第９６１号により，文書を開示しない決定（以下「本件処分３」という。）。 

（５）本件開示請求２に関する文書のうち別紙１に記載した１６件について宮本

監第９６２号により，開示請求を却下する決定（以下「本件処分４」という。）。 

 

４ 審査請求人は，平成２７年７月８日，行政不服審査法（昭 和 ３ ７ 年 法 律 第

１６０号）第６条の規定により，本件処分１，２，３及び４を不服として，宮

城県公安委員会（以下「諮問実施機関」という。）に対し，審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

 審査請求の趣旨は，本件処分１，２，３及び４を取り消し，非開示とされた

部分の開示を求めるものである。 

 

２ 審査請求の理由 

 審査請求人が審査請求書及び意見書で主張している審査請求の理由を総合す

ると，おおむね次のとおりである。なお，審査請求人からは資料として特定商

取引役務事業者に係る損害賠償請求反訴事件判決書の追加提出があった。 

 

（１）非開示理由付記の不備について 

 原処分の決定通知書は，非開示文書及び箇所を特定することなく，概括的

に非開示理由を示しており，各非開示部分が条例各号に定めるどの非開示理

由に該当するのかが明らかであるとはいえず，理由付記の要件を欠くもので

ある。 

 

（２）刊行物の取扱いについて 

 対象行政文書の一部は，市販されている書籍及び新聞記事であり，既に公

表された刊行物であることから，非開示情報には該当しない。 
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（３）非開示理由該当性の不整合について 

 原処分では本件行政文書の他の部分で開示された情報から内容が推定され

る情報が非開示と判断されているもの及び類似の情報について複数箇所で開

示・非開示の判断に合理性を欠くものがあり，開示範囲の検討が必要である。 

 

（４）部分開示について 

 一つの行政文書に複数の情報が記録されている場合において，一つの情報

のうち，開示することにより支障が生じる部分を除いて開示しても支障が生

じないにも関わらず，実施機関が情報を細分化して部分開示を行わなかった

ことは不当である。 

 

（５）訴訟記録の取扱いについて 

 本件行政文書には，訴訟記録が含まれている。訴訟記録の原本については，

民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第９１条第１項に基づき，裁判所で

閲覧可能であることから，すでに公開されている情報であって，非開示情報

に該当しない。 

 

（６）裁量的開示について 

 本件行政文書には，特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）

に関して訴訟提起された損害賠償請求事件に関する情報が記録されているこ

とから，消費者保護の観点から，これを公開することが特に公益上必要があ

るものと認められ，非開示理由があるとしても，条例第１０条の規定による

裁量的開示を求める。また，事業者の事業活動によって生じ，又は生ずるお

それのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，

条例第８条第１項第３号ただし書を適用し，開示するべきである。 

 また，裁量的開示をしなかった理由が記載されておらず，原処分時におい

て裁量的開示について検討を行わなかったことは不当である。 

 

（７）却下について 

 実施機関は，本件処分４において，特定した文書が刑事訴訟法（昭和２３

年法律第１３１号）第５３条の２第１項に規定する訴訟に関する書類に該当

することから，条例第２章の規定が適用除外となるとしているが，これらの

文書は捜査機関として所持する捜査資料そのものではなく，民事訴訟におけ

る証拠書類の写しであり，証拠番号が付されるなど，原本の内容に新たな情

報が付されており，原本と内容が同一でもないことから，訴訟に関する書類

には該当せず，条例第２章の規定は適用される。 
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第４ 諮問実施機関の説明要旨 

 諮問実施機関の理由説明書及び資料の内容を総合すると，おおむね次のとおり

である。 

 

（１）非開示理由の付記について 

 審査請求人が理由付記不備の根拠として引用している判例は，非開

示理由として単に適用条項のみを示したものは理由不備となるもの

と判決されたものであり，本件各決定には当たらない。  

 

（２）刊行物の取扱いについて  

 本件対象行政文書に含まれる書籍の写しについては，書籍の一部を

抜粋したものであり，当該部分は特定の個人に関し不利益と認められ

る情報が記録されていることから，公開することにより，特定の個人

を識別することはできないが，当該個人の権利利益を害するおそれが

あると認められるとして，条例第８条第１項第２号に該当すると判断

した。  

 また，本件対象行政文書に含まれる新聞記事の写しについては，損

害賠償請求事件の原告会社及び原告代表者に関する情報であり，特定

の個人が識別され，若しくは識別され得るもの若しくは，当該個人の

権利利益を害するおそれがあるもの又は公開することにより当該法

人の名誉や社会的評価が損なわれたり，新たな営業活動に支障が生じ

たりするなど，競争上の地位その他正当な利益が害されるものである

と認められることから，条例第８条第１項第２号又は第３号に該当す

ると判断した。  

 

（３）非開示理由の不整合について  

 書証の一部と証拠説明書の標題における不整合は，作業上の人為的

な誤りによるものである。  

 損害賠償請求額の取扱いについては，当初請求額は，訴訟提起時に

報道されたことから，当該金額から原告が識別され得るものであり，

条例第８条第１項第２号に該当すると判断した。同様に，当該金額か

ら原告会社が識別されることにより，当該法人の名誉や社会的評価が

損なわれたり，新たな営業活動に支障が生じるなど，競争上の地位そ

の他正当な利益が害されると認められることから，条例第８条第１項

第３号に該当すると判断した。  
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（４）部分開示について 

 条例第９条は，一つの行政文書に複数の情報が記録されている場合におい

て，非開示事由に該当する情報については非開示とし，それに該当しない情

報を開示すべきと規定しているものであり，一つの情報を更に細分化して部

分開示の対象とすべきというようなことまで規定しているとは解されない。 

 

（５）訴訟記録の取扱いについて 

 裁判所における訴訟記録の閲覧は，当事者の個人情報も含めて原則として

全て閲覧の対象としているものの，当事者ないし利害関係人でない者に対し

ては，記録の複写等を一切認めていない。これに対して情報公開制度におい

ては，閲覧が可能である文書については，原則として写しの交付を求めるこ

とが可能である。例えば，本件対象行政文書として特定した行政文書に記録

されている個人情報について，条例第８条第１項第２号ただし書イに規定す

る「法令の規定により又は慣行として公開され，または公開することが予定

されている情報」と判断し，公開することにより，民事訴訟法第９１条の閲

覧制度だけであれば，訴訟記録の閲覧だけであり，広く世間の目に晒される

可能性のなかった個人に関する情報が，訴訟記録の写しの交付まで認められ

ることから，より広く世間の目に晒され，個人のプライバシー等が侵害され

る危険の程度が大きくなる。 

 よって，民事訴訟法に基づく訴訟記録の閲覧制度は，行政機関等の運営の

透明性の確保と国民の主権者としての知る権利の保障のために実施される

情報公開制度とは，制度理念が異なるものと言わざるを得ず，情報公開制度

が本来予定している公開の判断基準とは異なる次元のものであることが明

らかである。従って，裁判所において訴訟記録の閲覧が可能であることのみ

をもって，条例にいう「慣行として知ることができる情報」には該当せず，

条例第８条第１項各号に規定する非開示条項に即した判断を個別に行った。 

 

（６）裁量的開示について 

 審査請求人は，審査請求書等において公益上の理由による開示を行うべき

と主張しているが，条例第８条第１項第３号ただし書の公益上の義務的開示

及び条例第１０条の公益上の理由による裁量的開示を検討するに，悪質商法

は宮城県警察本部としても看過できない問題ではあるものの，審査請求人の

いう案件は，民事訴訟が提起され，インターネットにも勝訴判決の記録が掲

載されるなどの予防策等が図られている。 

 また，本来保護すべき情報を開示するためには，厳正な対応が求められる

ところ，本件事案は，刑事事件としては検察官が終局処分として，裁判所の

審判を求める必要がないと判断し終結しており，不利益を受けなかったこと
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及び当該訴訟の原告会社と審査請求人のいう法人の同一性が不明であり，原

処分において部分開示等とした個人情報，法人等の事業活動，捜査手法等の

保護すべき利益と公開する利益とを比較すると保護すべき利益が優越する

ものであり，条例第１０条に規定する公益上の理由による裁量権の逸脱・濫

用の事実はないと考える。 

 

（７）却下処分について 

 特定した対象行政文書の中には，刑事事件に関し作成した書類の写しが含

まれている。刑事訴訟法第５３条の２に規定する「訴訟に関する書類」は，

同法第５３条の「訴訟記録」に限らず，不起訴記録，不提出記録を含む被疑・

被告事件に関して作成された書類の全てがこれに該当する。また，その性質

が原本と同一の内容を有するものであっても「写し」であれば情報公開制度

により開示の対象とされることとなると，刑事訴訟法等による取扱いと矛盾

することとなるため，原本のみならず「写し」も「訴訟に関する書類」に該

当する。よって，対象行政文書に含まれる刑事事件に関し作成した書類の写

しは，条例第１８条第４項の規定により，条例第２章の規定が適用されない

文書に該当するものとして，開示請求を却下することとした。 

 

第５ 審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 

 条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政文書の

開示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透明性の一層の

向上を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるように

するとともに，県民による県政の監視と参加の充実を推進し，及び県政に対す

る県民の理解と信頼を確保し，公正で開かれた県政の発展に寄与することを目

的」として制定されたものであり，原則公開の理念の下に解釈，運用されなけ

ればならない。 

 当審査会は，この原則公開の理念に立って，条例を解釈し，以下判断するも

のである。 

 

２ 本件行政文書について 

 審議の対象となる本件行政文書は，宮城県を被告として訴訟提起された損害

賠償請求事件に係る関係資料であり，その具体的な内容は以下のとおりである。 

 

本件開示請求１に係る対象行政文書（計２１件） 

ア 判決文 １件 

イ 訴状 １件 
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ウ 答弁書 １件 

エ 準備書面（原告） １１件 

オ 準備書面（被告） ５件 

カ 訴変更申立書（原告） １件 

キ 上申書（原告） １件 

 

本件開示請求２に係る対象行政文書（計７８件） 

ク 証拠説明書（原告） ４件 

ケ 証拠説明書（被告） ３件 

コ 書証（甲） ４２件 

サ 書証（乙） ２９件 

 

 特定された文書９９件について，実施機関が行った処分５件は，別紙１のと

おりである。以下，別紙１においてそれぞれに付された通し番号により，これ

らの行政文書を，１については「本件行政文書１」のように表記する。 

 当審査会では，諮問実施機関から該当すると判断した非開示条項を付記した

対象行政文書の提供を受け，これをインカメラ審理によって実際に見分し，以

下，その非開示妥当性を検討する。 

 

３ 民事訴訟法に規定する訴訟記録の閲覧制度と情報公開制度について 

 本件対象行政文書として特定した行政文書は，宮城県を被告とした損害賠償

請求事件の訴訟記録であることから，審査請求人は，これらの文書について民

事訴訟法第９１条第１項に基づきその原本が裁判所で閲覧可能な記録であり，

すでに公にされている情報であることから，非開示情報には該当しないと主張

しているため，以下，民事訴訟法に基づく閲覧制度と条例に基づく情報公開制

度との関係について検討する。 

 民事訴訟記録は，民事訴訟法第９１条の規定により，何人でも記録の閲覧が

できることを定めているが，これは裁判の公開，公正性の確保のため，裁判所

の裁量において実施されている制度である。同制度は個人の私生活についての

重大な秘密，営業機密等については閲覧を当事者に限ることができ，記録の謄

写等は当事者及び利害関係者のみに認められている。一方で，条例に基づく情

報公開制度は，県民の知る権利を尊重し，県政運営の透明性の一層の向上を図

り，もって県の有する諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに，

県民による県政の監視と参加の充実を推進し，及び県政に対する県民の理解と

信頼を確保し，公正で開かれた県政に寄与することを目的とした制度として，

条例に基づく開示請求権は何人にも認められるものであり，開示された文書に

ついては，原則として写しの交付を求めることが可能である。 
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 これら両制度の趣旨を鑑みるに，民事訴訟法に基づく閲覧制度は，行政機関

等の運営の透明性の確保と知る権利の保障のための情報公開制度とは，制度理

念が異なるものと言わざるを得ず，情報公開制度が本来予定している情報の開

示・非開示の判断基準とは異なる趣旨のものと考えられる。従って，民事訴訟

法に基づき裁判所において訴訟記録の閲覧が可能であることのみをもって，条

例にいう「法令の規定により又は慣行により公開され，又は公開することが予

定されている情報」に直ちに該当するとは言えず，対象行政文書に記録されて

いる情報について，個別に条例に規定する非開示情報に該当するかどうかを判

断する必要がある。 

 

４ 報道等により既に公にされた情報について 

 本件行政文書で部分開示とされた文書には，新聞記事の写し（本件行政文書

３１，３２，３３及び３４）が含まれている。審査請求人は，これらについて，

広く社会に公開された公刊物であり，すでに公にされている情報であることか

ら，非開示情報には該当しないと主張しているため，以下これらの情報の取扱

いについて検討する。 

 本件行政文書３１，３２，３３及び３４は新聞記事を抜粋した文書であるが，

新聞記事等による報道により，当該情報が一時的に公知の状態に置かれたとし

ても，時間の経過により，事案の社会的影響，事案に対する社会一般の関心，

記憶等が薄れていき，次第に公衆が知り得る状態におかれているとは言えなく

なると考えられることから，そのことをもって当該情報の全てが将来にわたり

一般に公にされている情報であるとして，慣行により公開され，又は公開が予

定されている情報に該当するとまでは言えないと認められる。よって，本件行

政文書３１，３２，３３及び３４について，条例第８条第１項各号に規定する

非開示情報が記録されている場合は，なお当該情報を非開示とするべきである。 

 なお，審査請求人が同様にすでに公にされている情報であると主張している

本件行政文書３５については，５（１）ロにおいて検討する。 

 

５ 条例第８条第１項各号の該当性について 

 以下，実施機関が該当すると主張する非開示条項について検討する。 

 

（１）条例第８条第１項第２号の該当性について 

 条例第８条第１項第２号は，「個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，若しくは識

別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公開すること

により，なお個人の権利利益が害されるおそれのあるもの」に該当する情報

を非開示事由と規定している。しかし，条例第８条第１項第２号ただし書は，
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「イ 法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定

されている情報」又は「ロ 当該個人が公務員等である場合において，当該

情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務

員等の職，氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分」が記録されている行政

文書については，同号本文に該当する場合であっても，行政文書の開示をし

なければならないと規定している。 

 

イ 実施機関が非開示とした情報について 

 本件行政文書に記録された情報のうち，実施機関が条例第８条第１項

第２号に該当するものとして非開示としているものは，概ね以下の情報

である。 

 

（イ） 本件行政文書に記録された損害賠償請求事件を訴訟提起した個人

（以下「原告」という。）を含む特定の個人に関する情報 

（ロ） 書証（乙第２７号証） 検察講義案（抜粋）の一部 

（本件行政文書３５） 

 

ロ 本号該当性について 

 このうち，（イ）については，特定の個人が識別若しくは識別され得る

情報又は特定の個人を識別することはできないが，特定の損害賠償請求

事件への関係等の公開することで個人の権利利益が害されるおそれがあ

る情報であることから，非開示とした実施機関の判断は妥当であると考

える。 

 （ロ）は，市販書籍の一部である。本件処分２において，法律専門書

から表紙，裏表紙及び法律解説の一部を抜粋したものを特定し，このう

ち抜粋した法律解説が記録された部分が非開示とされている。実施機関

によると，当該部分が開示されると本件事案に関係する特定の個人の事

情が類推される等の不利益が生ずるおそれがあることから条例第８条第

１項第２号に該当すると判断したとのことであった。当審査会において

対象行政文書３５を見分したところ，市販書籍の一部を抜粋した写しで

あり，特定の個人が識別若しくは識別され得るものではないと認められ

た。また，上記で検討したとおり，本件事案に関する個人が識別される

情報は全て非開示となっていることから，これを公にしても，特定の個

人に不利益が生じるおそれがあるものではないと考えられ，条例第８条

第１項第２号には該当せず，開示が妥当と考える。 

 

 



 10 

（２）条例第８条第１項第３号の該当性について 

 条例第８条第１項第３号本文は，「法人その他の団体（国，独立行政法人

等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」とい

う。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，

公開することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他

正当な利益が損なわれると認められるもの」に該当する情報を非開示事由と

規定している。同号本文に規定する「権利，競争上の地位その他正当な利益

が損なわれると認められるもの」とは，生産技術，営業，販売上のノウハウ

に関する情報若しくは経営方針，経理，人事等の事業活動を行う上での内部

管理に属する情報であって，公開することにより，法人等若しくは事業を営

む個人の事業活動が損なわれると認められるもの又は法人等若しくは事業

を営む個人の名誉，社会的評価，社会的活動の自由等が損なわれると認めら

れる情報をいうと解される。 

 なお，同号ただし書については「７ 裁量的開示について」において検討

する。 

 

イ 実施機関が非開示とした情報 

 本件行政文書に記録された情報のうち，実施機関が条例第８条第１項

第３号に該当するものとして非開示としているものは，概ね以下の情報

である。 

 

（イ） 本件行政文書に記録された損害賠償請求事件を訴訟提起した法人

（以下「原告会社」という。）の社名，住所，業務名，業務内容，営

業内容 

（ロ） 原告会社の販売上のノウハウに関する情報，内部管理に関する情

報 

 

ロ 本号該当性について 

 このうち（イ）については，原告会社が直接的に判別できる情報又は

他の情報と組み合わせることにより，原告会社を識別し得る情報である。

これらの情報については，公開することにより，原告会社が識別された

場合，当該法人が宮城県を被告として損害賠償請求事件を訴訟提起した

が，全面的に棄却されたという本件事案について関心が惹起されること

になり，当該法人の名誉や社会的評価が損なわれたり，新たな事業活動

に支障が生じる等，当該法人の競争上の地位その他正当な利益が損なわ

れると認められることから条例第８条第１項第３号に該当するとした実

施機関の判断は妥当である。 
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 （ロ）に例示した情報については，販売上のノウハウに関する情報及

び内部管理に関する情報は通常公にされる情報ではなく，公開すること

により，法人等の事業活動が損なわれると認められることから，条例第

８条第１項第３号に該当するとした実施機関の判断は妥当である。 

 

（３）条例８条第１項第４号該当性について 

 条例第８条第１項第４号は，「公開することにより，犯罪の予防，鎮圧又

は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生

ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を

非開示事由として規定している。 

  

イ 実施機関が非開示とした情報 

 本件行政文書に記録された情報のうち，実施機関が条例第８条第１項

第４号に該当するものとして非開示としているものは，概ね以下の情報

である。 

（イ） 警部補以下の職位にある警察職員の職名，氏名及び印影 

（ロ） 犯罪捜査の判断基準及び着眼点に関する情報 

 

ロ 本号該当性について 

 このうち，（イ）については，一般に公表されていない情報であり，公

開することにより，警察業務の性質上，当該警察職員やその家族等に危

害が加えられるおそれが新たに生じる等，公共の安全と秩序の維持に支

障が生じるおそれがあるとした実施機関の判断は首肯し得るものである

ことから，同号に該当し，非開示とすることが妥当である。 

 （ロ）に例示した情報については，実施機関が捜査活動を通じて知り

得た情報であり，これらの情報が明らかになると，捜査活動に対する対

抗措置が講じられ，犯罪の実行が容易になる又は将来の捜査活動に支障

が生じる等，公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるとし

た実施機関の判断は首肯し得るものであることから，同号に該当し，非

開示とすることが妥当である。 

 

（４）条例第８条第１項第７号該当性について 

 条例第８条第１項第７号は，「県の機関，県が設立した地方独立行政法人，

公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締り，争訟，交渉，渉外，入札，

試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業の性質上，公開

することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成

できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生
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ずると認められるもの」に該当する情報を非開示事由として規定している。 

 

イ 実施機関が非開示とした情報 

 本件行政文書に記録された情報のうち，実施機関が条例第８条第１項

第７号に該当するものとして非開示としているものは，警察に対する協

力者に関する情報である。 

 

ロ 本号該当性について 

 当審査会において，対象行政文書を見分したところ，警察に対して協

力した者が識別できる情報及び協力した者から警察が事案に関して得た

情報等が記録されていた。これらの情報が公開されることにより，警察

に協力したことが公開されることを予期していない協力者と警察との信

頼関係が損なわれ，以後の警察活動に対する協力が躊躇される等，警察

活動の円滑な執行に支障が生ずるとした実施機関の判断は首肯し得るも

のであることから，同号に該当し，非開示とすることが妥当である。 

 

６ 部分開示の適用について 

 審査請求人は以下の文書について開示が可能と考えられる部分があること及

び一の情報のうち開示すると支障が生じる部分を除いて開示ができる場合は，

細分化して部分開示を行うべきと主張しているため，以下検討する。 

 

ア 本件行政文書２４及び２５のうち標題部の一部 

イ 本件行政文書２及び２０  金額等 

 

 ア及びイについて，当審査会で対象行政文書を見分したが，当該情報は本件

事案の原告及び原告会社に関する情報であり，前記５（１）及び５（２）で検

討したとおり，文書の他の記載部分とあわせて考えると，条例第８条第１項第

２号若しくは第３号又はその両方に該当することから，非開示と判断すること

が妥当である。 

 また，対象行政文書全般について審査請求人は細分化して部分開示を求めて

いるが，原処分において非開示と判断された情報から明白に分離して開示でき

る部分については，前記５（１）ロで検討したとおりである。 

 

７ 裁量的開示について 

 審査請求人は，本件行政文書に記録されている情報について，消費者保護の

観点から，条例第８条第１項第３号ただし書又は条例第１０条を適用して開示

すべきと主張しているため，以下検討する。 
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 条例第８条第１項第３号ただし書は，「事業活動によって生じ，又は生ずるお

それのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，公

開することが必要であると認められる情報」が記録されている行政文書につい

ては，同号本文に該当する場合であっても，行政文書の開示をしなければなら

ないと規定している。 

 また，条例第１０条は，非開示情報が記録されている文書について「公益上

特に必要があると認めるとき」は開示請求者に対し，当該行政文書を開示する

ことができると規定しており，同条は当該情報が現に発生しているか，又は将

来発生する可能性が高い危害等から人の生命等を保護する必要性がある場合等

で，開示することが公益上特に必要であると認めるときは，非開示情報の規定

によって保護される利益と公益上の必要性を個別，具体的に比較衡量して判断

して，非開示情報を開示することができることを定めたものである。 

 本件事案は，損害賠償請求事件の判決言渡日が平成２１年１１月１９日であ

り，損害賠償請求の原因となった事案はそれ以前の時期に発生しているもので

ある。 

 当審査会で対象行政文書に記録された情報を見分したところ，原因となった

事案が発生した時点においては，事業活動等から生じ，又は生ずるおそれのあ

る危害から人の生命，身体及び財産等を保護するために開示することが必要で

あった可能性は否定できない。しかし，判決が言い渡されてからは一定の時間

が経過しており，当審査会でも過去の報道資料等を調査したが，平成２０年以

降の原告会社等による同種被害の発生状況を確認できなかった。従って，開示

請求のあった時点においては，危害等から人の生命等を保護するために，本来

非開示と判断される情報を敢えて開示する必要性が認められる状況とは言えな

いと考えられる。以上のことから，条例第８条第３号ただし書の規定により開

示すべき情報には該当しない。また同様の理由から条例第１０条の規定により

開示すべき情報にも該当しない。よって，前記５（１）から（４）までにおい

て検討した結果，条例第８条第１項第２号，第３号，第４号及び第７号のいず

れか又は複数に該当する情報はなお非開示とすることが妥当である。 

 

８ 却下処分について 

 諮問実施機関は本件処分３に係る対象行政文書が，訴訟に関する書類に該当

し，条例の適用を受けない文書であると主張しているため，以下，実施機関の

行った本件処分３の妥当性について検討する。 

 審査請求人は捜査機関として所持する捜査資料そのものではなく，民事訴訟

における証拠書類の写しであり，原本の内容に新たな情報が付されていること

から，原本と内容が同一ではないため刑事訴訟法第５３条の２第１項で規定す

る「訴訟に関する書類」に該当しないと主張している。当審査会で，諮問実施
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機関から提出された本件行政文書８０から９５までをインカメラ審理により見

分したところ，これらの文書は実施機関が刑事事件に関し作成または取得した

書類の写しに書証番号，通し番号等が追記されただけものであり，本件行政文

書８０から９５までは実施機関が保有する「訴訟に関する書類」と実質的に同

一の性質を有する情報であると認められる。これらの「訴訟に関する書類」に

該当する文書については，刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法（昭和６２年法

律第６４号）により，その取扱い，開示・非開示の要件，開示手続等が自己完

結的に定められており，これらについて条例に基づく開示請求の対象とすると，

刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法の取扱いと矛盾が生じることから，本件行

政文書８０から９５までについて，条例第２章の規定が適用されない文書に該

当するとして，開示請求を却下した実施機関の処分は妥当である。 

 

９ 理由付記の不備について 

 審査請求人は，本件処分１，２及び３に係る決定通知書に記載された非開示

理由は，非開示文書及び箇所を特定することなく，概括的に非開示理由を示し

ており，各非開示部分のどの部分が条例第８条第１項各号の非開示理由に該当

するのか不明であり，原処分は理由付記の不備による瑕疵のため取り消される

べきであると主張している。 

 当審査会が確認したところ，本件処分１，２及び３に係る決定通知書には，

別紙として行政文書の内容として各対象行政文書の標題及び行政文書の開示を

しない理由が条項毎に記載されていた。こうした記載方法では，それぞれの対

象行政文書が，どのような理由により条例のどの条項に該当するため部分開示

又は非開示と決定されたかを，審査請求人が承知することは困難であると言わ

ざるを得ない。従って，理由付記に不十分な点があると言える。 

 しかし，本事案においては，諮問実施機関から別紙２のとおり開示決定等を

した具体的理由を説明した書面が提出され，平成２７年９月１８日付けで審査

会から審査請求人に送付されており，審査請求人はそれを踏まえて詳細な意見

を述べているので，敢えてこれを理由に原処分を取り消すべきとまでは言えな

い。 

 

１０ 決定手続の不備について 

 審査請求人は，実施機関が原告会社等に対して意見照会を行うことなく条例

第８条第１項第３号ただし書及び第１０条に規定する公益上の理由による裁量

的開示の該当性を判断したことについて，審理が尽くされておらず，手続の不

備により取消事由となり得ると主張しているが，当審査会は行政文書の開示請

求に対する開示決定等の当否について，諮問実施機関から意見を求められてい

るのであり，これに影響を与えない主張については，意見を述べる立場にない。 
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１１ 結 論 

 以上のとおり，実施機関が非開示とした情報のうち，本件行政文書３５（書

証乙第２７号証）を条例第８条第１項第２号を理由に部分開示としたことは妥

当でない。 

 

第６ 付 言 

 上記第５の９で述べたとおり，原処分における実施機関の理由付記には不十分な

点があったことから，当審査会は，以下のとおり付言する。 

 今後開示決定等を行うに当たっては，条例の趣旨を踏まえ，別紙２第２項程度の

具体性のある理由付記をするべきである。 

 

第７ 審査の経過 

  当審査会の処理経過は，別紙３のとおりである。 
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別紙１ 

宮本監第９５８号 部分開示決定（本件処分１） 

非開示事由 条例第８条第１項第２号，第３号，第４号，第７号該当 

１  判決文 

２  訴状 

３  答弁書 

４～１４  準備書面（原告）１１件 

１５～１９  準備書面（被告）５件 

２０  訴変更申立書（原告） 

２１  上申書（原告） 

宮本監第９５９号 部分開示決定（本件処分２） 

非開示事由 条例第８条第１項第２号，第３号，第４号該当 

２２～２５  証拠説明書（原告）４件 

２６～２８  証拠説明書（１）（被告）～（３）（被告）３件 

２９～３０  書証（甲第２３号証），（甲第４１号証） 

３１～３５  書証（乙第４号証），（乙第５号証の１）（乙第５号証の２） 

（乙第６号証），（乙第２７号証） 

宮本監第９６０号 開示決定（本件審査請求の対象外） 

①～④  書証（乙第１号証），（乙第２号証），（乙第３号証）， 

（乙第２６号証） 

宮本監第９６１号 非開示決定（本件処分３） 

非開示事由 条例第８条第１項第２号，第３号，第４号該当 

３６～７４  書証 ３９件 

（甲第１号証～第１１号証），（甲第１３号証～第２２号証）， 

（甲第２４号証～第４０号証の２） 

７５  書証（乙第７号証の１） 

７６  書証（乙第７号証の２） 

７７  書証（乙第８号証） 

７８  書証（乙第９号証） 

７９  書証（乙第１２号証） 

宮本監第９６２号 開示請求却下通知書（本件処分４） 

却下の理由 刑事訴訟法第５３条の２に規定する訴訟に関する書類に該当 

８０  書証（甲第１２号証） 

８１～９５  書証 １５件 

（乙第１０号証，乙第１１号証，乙第１３号証～乙第２５号証）  
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別紙２ 

開示決定等をした具体的理由 

 

１  特定した行政文書の性質 

⑴ 「訴訟記録」 

 本件対象文書として特定した行政文書は、宮城県が被告となった民事裁判の訴

訟記録である。当該訴訟記録は、原告から訴状が裁判所に送付されたことにより

訴訟が提起され、原告・被告双方は、勝訴するため、あるいは敗訴を逃れるため、

互いの主張を書面又は口頭により交し、最終的に裁判所が両当事者の主張を判断

し、判決されるものであるが、訴訟記録は、通常、裁判所・原告・被告がそれぞ

れ所持しているものである。 

 

⑵ 訴訟記録の閲覧と情報公開制度 

 裁判所における訴訟記録の閲覧と、情報公開請求による訴訟記録の閲覧とは、

各々明確な制度目的が存在し、かつ、各制度はそれに忠実にしたがって、運用さ

れている。 

 民事訴訟記録は、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号。以下「民訴法」とい

う。）第９１条に従い、何人も裁判所書記官に対して記録の閲覧を請求すること

ができるが、これは公開の裁判・公平な裁判の実施という裁判所に課された憲法

上の要請に基づいて、裁判所の責任と裁量において実施されている制度である。 

 他方、本県情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号。以下「条例」とい

う。）は、地方自治の本旨に則り、県民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を

請求する権利及び県の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項

を定めることにより、県政運営の透明性の一層の向上を図り、もって県の有する

その諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による監視と

参加の充実を推進し、及び県政に対する県民の理解と信頼を確保し、公正で開か

れた県政に寄与することを目的としており、その保有する情報については、原則

公開を理念としているが、公開することにより、特定の個人や法人の権利利益が

侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど、県民全体の利益を

害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示条項を定めて

いる。 

 裁判所における訴訟記録の閲覧と実施機関（行政機関）が行っている情報公開

制度とは、理論的な基盤も実務上の運用も異なる部分が少なからずある。 

 民訴法第９１条の訴訟記録閲覧制度によると、訴訟記録の閲覧を希望する者は、

訴訟記録の事件番号、当事者氏名で閲覧を希望する訴訟記録を特定しなければな

らない。また、裁判所書記官は、明らかに閲覧請求権の濫用と認められる場合に

は、民訴法第９１条第１項の解釈としても、閲覧を拒否することも可能である。 
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 裁判所における訴訟記録の閲覧は、当事者の個人情報も含めて原則として全て

閲覧の対象としているものの、当事者ないし利害関係人でない者に対しては、記

録の複写等を一切認めていない。これに対して、情報公開請求においては、閲覧

が可能である文書については、原則として写しの交付を求めることが可能である。 

 例えば、本件対象文書として特定した行政文書に記録されている個人情報につ

いて、条例第８条第１項第２号ただし書イに規定する｢法令の規定により又は慣

行として公開され、又は公開することが予定されている情報｣と判断し、公開す

ることにより、民訴法第９１条の閲覧制度だけであれば、訴訟記録の閲覧だけで

あり、広く世間の目に晒される可能性のなかった個人に関する情報が、訴訟記録

の写しの交付まで認められることから、より広く世間の目に晒され、個人のプラ

イバシー等が侵害される危険の程度が大きくなる。 

 よって民訴法に基づく訴訟記録の閲覧制度は、行政機関等の運営の透明性の確

保と国民の主権者としての知る権利の保障のために実施される情報公開制度と

は、制度理念が異なるものと言わざるを得ず、情報公開制度が本来予定している

公開の判断基準とは異なる次元のものであることが明らかである。従って、裁判

所において訴訟記録の閲覧が可能であることのみをもって、条例にいう、「慣行

として知ることができる情報」に該当せず、条例第８条第１項に規定する非開示

情報に即した判断を個別に行った。 

 

２ 非開示とした理由 

⑴ 総括的理由 

 実施機関である警察本部長が保有する当該訴訟記録の大半は、当該実施機関

が当事者となった事件の記録であることからすれば、当該記録における個人情

報・法人情報等を公開することは、訴訟における一方当事者が相手方ないし第

三者に関する情報を公開することに外ならず、相手方ないし第三者の権利利益

を不当に害するおそれが高いものといわなければならない。 

 また、原告は当該法人の代表者として当該訴訟に臨んだものであったが、当

該訴訟記録には、当該法人にとって不名誉な情報が全般に記録されており、こ

れらの情報を公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益

を害することは明らかであり、条例第８条第１項第３号（法人等情報）に該当

すると判断する。 

 これらの情報は、訴訟当事者にとって当該訴訟に関する情報が公開されるこ

とが利益となるか否かは、当該当事者自身の判断に委ねられるべきであり、少

なくとも訴訟の相手方が判断すべきではないものと認められる。 

 

⑵ 「公にされた内容」について 

 本件行政文書の中には、原告会社に関し、過去に報道機関により公にされた
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内容が記録されているものがある。当時は、それが公にされることにより、個

人のプライバシーや法人の権利利益を害するおそれがある情報が晒されるとし

ても、受忍すべき範囲内にとどまるものと考えられる。 

 しかしながら、時の経過により、その社会的影響や一般の関心は薄れるもの

であり、常に何人も知り得る状態に置かれているとはいえないものと認められ、

また、受忍すべき期間には一定の時的限界があるものであり、当該個人のプラ

イバシーや当該法人の権利利益を保護する余地が生じると認められることから、

公にされた事実であっても、公開することにより、なお、当該法人及び個人の

権利利益が害されるおそれがあるものと判断する。 

 

⑶ 非開示該当性 

ア  条例第８条第１項第２号本文（個人情報）該当性 

 本件行政文書には、特定の個人に関する情報が記録されている。これらの

情報を公開することにより、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る

もの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、な

お当該個人の権利利益が害されるおそれがあることから、条例第８条第１項

第２号本文に該当するものとして非開示とした。 

  

イ 条例第８条第１項第３号（法人等情報）該当性 

  本件行政文書には、原告会社の社名、住所、業務名、業務内容、営業内容、

販売上のノウハウに関する情報、内部管理に関する情報等が全般に記録され

ている。本号は、法人又は事業を営む個人の事業活動の自由を原則として保

障しようとする趣旨であり、公開することにより法人等又は事業を営む個人

の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められる情報が記

録されている行政文書については、行政文書の開示をしないことを定めたも

のである。 

 これらの原告会社に係る情報の中には、当該法人にとって不名誉な情報が

記録されており、これらの情報を公開することにより、当該法人の名誉や社

会的評価が損なわれたり、新たな事業活動に支障が生じるおそれがあり、そ

うなっては、当該法人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認め

れることから、本号に該当するものとして非開示とした。 

 また、原告会社が直接的判別できる会社名や他の情報と組み合わせること

により原告会社を識別し得る原告会社の住所、業務名、業務内容、営業内容

及び社歴の記述について、例えば、原告会社が識別されることにより、県警

を相手に損害賠償を提起した当該法人についての関心が惹起され、その結果、

当該法人にとっては、不名誉な情報が判別されてしまい、それがインターネ

ット上に登載された場合、上記と同様の支障が生じるものと認められる。 
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さらに、これらの行政文書には、当該法人の内部管理に関する情報が記録

されている。これらの情報について、当該法人の権利利益を害すると認めら

れるかどうかは、当該法人の判断に委ねられるべきものであり、公開するこ

とにより、営業上のノウハウ等内部情報を晒してしまうことによって、当該

法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが認められる以上、本

号に該当するものとして、非開示とした。 

 

ウ 条例第８条第１項第４号（公共安全情報）該当性 

(ｱ) 警察職員の氏名 

 本件行政文書には、公表されていない警察職員の氏名が記録されており、

これらの情報を公開することにより、当該警察職員やその家族等に危害等

が加えられるおそれが新たに生ずるなど、公共の安全と秩序の維持に支障

が生ずるおそれがあると認められるため非開示とした。 

  

(ｲ) 犯罪捜査の着眼点 

 本件行政文書には、犯罪捜査の判断基準及び着眼点に関する情報が記録

されており、これらの情報を公開することにより、警察の捜査活動に対す

る対抗措置を講じて、犯罪の実行を容易にし、又は、犯罪捜査を困難にす

るなど、将来の捜査活動に支障が生ずるおそれがあると認められるため非

開示とした。 

  

エ 条例第８条第１項第７号（事務事業情報）該当性 

 本件行政文書には、警察に対する協力者に関する情報が記録されている。

協力者に関するこれらの情報を公開することにより、公開されることを予期

していない協力者が、警察に協力すると自己の情報を公表されると考え、警

察との信頼関係が崩れてしまったり、以後の警察活動に対する協力を躊躇し

たりし、警察活動の円滑な執行に支障が生ずると認められるため非開示とし

た。    

 

オ 開示請求却下処分 

 本件行政文書の中には、刑事事件に関し作成した書類の「写し」が含まれ

ている。これらの文書は、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号。以下「刑

訴法」という。）第５３条の２第１項に規定する訴訟に関する書類に該当し、

条例第１８条第４項の規定により、同条例第２章の規定（行政文書の開示に

関する規定）が適用されない文書に該当するものと認められる。 

 刑訴法第５３条の２に規定する「訴訟に関する書類」は、同法第５３条の

「訴訟記録」に限らず、不起訴記録、不提出記録を含む被疑・被告事件に関
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して作成された書類の全てがこれに該当すると解されている（内閣府情報公

開・個人情報保護審査会平成１５年度（行情）答申第３１号）。 

 また、本件行政文書は、訴訟に関する書類の「写し」であるが、上記答申

は、刑訴法第５３条の２の「訴訟に関する書類」には、原本のみならず「写

し」も含まれることを前提とし、その性質は、原本と同一の内容を有するも

のであって、「写し」であれば情報公開法により開示の対象とされることとな

ると、刑訴法等による取扱いが矛盾することとなるため、「写し」も原本と同

一の内容を有するものと解されている。 

 よって、刑事事件に関し作成した書類の「写し」は、刑訴法第５３条の２

第１項に規定する「訴訟に関する書類」に該当し、条例第１８条第４項の規

定により、同条例第２章の規定が適用されない文書に該当するものとして、

却下処分とすることとした。 
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別紙３ 審査会の処理経過 

 

年  月  日 処 理 内 容 

２７． ９． ９ 〇 諮問を受けた。（諮問第２１０号） 

２７．１１．１８ 〇 審査請求人から意見書を受理した。 

２７．１２．２４ 
（第３５１回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２７．１．２５ 
（第３５２回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

２８． ２． ２ ○ 審査請求人から資料を受理した。 

２８． ２．２３ 
（第３５３回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８． ３．２３ 
（第３５４回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８． ４．２７ 
（第３５５回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８． ５．２４ 
（第３５６回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８． ６． １ 〇 諮問実施機関から資料を受理した。 

２８． ６．１４ 
（第３５７回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８． ７．２２ 
（第３５８回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８． ８．２３ 
（第３５９回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

２８．９．１３ 
（第３６０回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 
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（参考） 

 

宮城県情報公開審査会委員名簿（五十音順） 

 

   （平成２８年９月３０日現在） 

氏   名 区   分 備   考 

蘆 立 順 美 学識経験者 会長職務代理者 

齋 藤 信 一 法律家  

坂 野 智 憲 法律家 会長 

渋 谷 雅 弘 学識経験者 
 

矢 吹 眞理子 情報公開を理解する者  

 


